
令
和
５
年
第
１
回

市
議
会
定
例
会
（
案
）

■
会
期
日
程

　

２
月
10
日
（
金
）
議
会
運
営
委
員
会

　

２
月
17
日
（
金
）
本
会
議
（
開
会
）

　

２
月
24
日
（
金
）
産
業
厚
生
委
員
会

　

２
月
28
日
（
火
）
総
務
文
教
委
員
会

　

３
月
２
日
（
木
）
一
般
質
問

　

３
月
３
日
（
金
）
一
般
質
問

　

３
月
６
日
（
月
）
産
業
厚
生
委
員
会

　

３
月
７
日
（
火
）
総
務
文
教
委
員
会

　

３
月
10
日
（
金
）
議
会
運
営
委
員
会

　

３
月
13
日
（
月
）
本
会
議
（
閉
会
）

※
日
程
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
時
間

①
本
会
議　

午
前
10
時
～

②
一
般
質
問
等　

午
前
９
時
30
分
～

■
本
会
議
傍
聴　

　

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

※
傍
聴
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

症
対
策
の
た
め
、
必
ず
マ
ス
ク
を
着
用

　

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
集
団
発
生
予

　

防
の
た
め
、
傍
聴
の
制
限
を
す
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す
。

■
請
願
・
陳
情
の
取
扱
い

　

会
期
中
の
審
査
に
付
す
場
合
は
、
２
月

　

９
日
（
木
）
が
提
出
期
限
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

議
会
事
務
局　

☎
内
線
３
５
８

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振

替
が
お
得
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
口
座
振

替
に
よ
る
前
納
が
お
得
で
す
。

※
お
申
し
込
み
か
ら
口
座
振
替
が
開
始
さ
れ

　

る
ま
で
に
１
～
２
か
月
程
か
か
り
ま
す
。

　
（
４
月
末
日
か
ら
の
前
納
は
、
２
月
末
ま

　

で
に
申
請
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

※
２
年
前
納
に
よ
り
納
め
た
国
民
年
金
保

　

険
料
は
、
税
申
告
の
際
、
全
額
を
納
め

　

た
年
に
所
得
控
除
す
る
か
、
各
年
分
の

　

保
険
料
に
相
当
す
る
額
を
各
年
に
所
得

　

控
除
す
る
か
選
択
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係　

☎
内
線
１
６
３

前納方法 口座振替
割引額

現金納付
割引額

毎月分早割
（当月末振替） 50 円 ー

６か月前納 1,130 円 810 円

１年前納 4,170 円 3,540 円

２年前納 15,790 円 14,590 円

▼ 令和４年度の通常の保険料（月額 16,590 円）で
　 計算した割引額の比較

県
営
住
宅
入
居
者

■
募
集
住
宅
（
垂
水
地
区
）

　

垂
水
団
地
、
下
宮
団
地

○
募
集
案
内
配
布
・
説
明
お
よ
び
応
募
受
付

■
期
間

　

２
月
１
日
（
水
）
～ 

２
月
20
日
（
月
）

■
時
間　

午
前
９
時 

～ 

午
後
５
時

■
抽
選
日
　
３
月
７
日
（
火
）

◎
申
込
書
受
取
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　
株
式
会
社
オ
ー
リ
ッ
ク
不
動
産

　

鹿
屋
支
店

　
（
鹿
屋
市
寿
３
丁
目
12

－24
）

　

☎
０
９
９
４

－

40

－

9
6
2
0

お
知
ら
せ

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か

　
不
動
産
の
所
有
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
登

記
名
義
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
法
務
局
へ

の
相
続
登
記
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

相
続
登
記
し
な
い
と
、「
売
買
に
よ
る
所

有
権
移
転
登
記
が
で
き
な
い
」
な
ど
様
々
な

問
題
が
発
生
し
ま
す
。

　

相
続
登
記
が
必
要
な
際
は
お
近
く
の
法
務

局
ま
た
は
司
法
書
士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
屋
地
方
法
務
局
鹿
屋
支
部

　

☎
０
９
９
４

－

43

－

6
7
9
0

「
総
合
ビ
ジ
ネ
ス
Ｋ
⑤
」
の
訓

練
受
講
生

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
、
更
新
、

管
理
の
方
法
を
学
べ
ま
す
。
ま
た
、
ビ
ジ

ネ
ス
文
書
作
成
等
、
実
務
的
な
文
書
作
成

の
ス
キ
ル
を
習
得
し
、
即
戦
力
と
し
て
活

躍
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
募
集
期
限
　
２
月
24
日
（
金
）

■
訓
練
会
場
　

　

有
限
会
社
ス
カ
イ
ピ
ー
シ
ー

　
（
鹿
屋
市
寿
７
丁
目
１

－

17
）

■
訓
練
期
間

　
３
月
17
日
（
金
）
～ 

６
月
16
日
（
金
）

　

９
時 

～ 

16
時
ま
で

　
（
原
則
：
土
・
日
・
祝
日
は
休
講
）

■
必
要
経
費

　
受
講
期
間
中
の
受
講
料
は
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担

■
募
集
定
員
　
20
人

※
応
募
状
況
に
よ
っ
て
は
、
訓
練
が
中
止

　

に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

■
応
募
方
法

　
お
住
ま
い
地
域
の
管
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

　

ク
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
応
募
資
格
、
選
考
方
法
、
訓
練
期
間
中

　

の
支
援
体
制
等
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鹿
屋

　

☎
０
９
９
４

－

42

－

4
1
3
5

「
伐
っ
た
ら
、
植
え
よ
う
！

  

再
造
林
の
必
要
性
」

■
再
造
林
と
は

　

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
等
の
人
工
林
を
伐
採
し
た

　

跡
地
に
苗
木
の
植
栽
を
行
う
こ
と
で
す
。

■
な
ぜ
、
再
造
林
が
必
要
な
の
か

・
人
工
林
の
伐
採
跡
地
を
放
置
す
る
と
、
土

　

砂
流
出
防
止
等
の
機
能
が
低
下
す
る
恐

　

れ
が
あ
り
ま
す
。

・
将
来
に
わ
た
り
、
木
材
を
安
定
的
に
供
給

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
再
造
林
す
る
こ
と
で
、
地
球
温
暖
化
防
止

　

等
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
・

　

増
進
に
貢
献
で
き
ま
す
。

■
再
造
林
に
対
す
る
助
成
制
度
に
つ
い
て

　

再
造
林
を
行
う
場
合
に
は
次
の
助
成
制

　

度
が
あ
り
ま
す
。

①
造
林
補
助
事
業
（
公
共
事
業
）

　

標
準
経
費
の
72
％
、
68
％
ま
た
は
36
％

　

の
補
助
率

②
未
来
に
つ
な
ぐ
森
林
づ
く
り
推
進
事
業

　
（
み
ん
な
の
森
づ
く
り
県
民
税
関
係
事
業
） 

　

苗
木
等
の
資
材
代
に
対
す
る
経
費
等
の

　

定
額
補
助

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
大
隅
地
域
振
興
局
林
務
水
産
課

　

☎
０
９
９
４

－

52

－

2
1
6
1

　

垂
水
市
役
所
農
林
課
林
務
耕
地
係

　

☎
内
線
２
４
２

身 近 な 疑 問 に 生 活 環 境 課 が お 答 え し ま す ！

Q. お問い合わせの多い家庭ごみの分別方法
　 を教えてください。

A 生活環境課へお問い合わせをお願いします。
　 確認に時間を要する場合がございますので、その際は 
　 折り返し連絡させていただきます。
※ 指定袋やごみステーションのコンテナに入らないもの
　 は、生活環境課へ確認してから清掃センターへの搬入
　 をお願いします。
※ 「家庭ごみ分別表」には主なものを掲載しております。

問 生活環境課 環境衛生係　☎ 32-1297

品目 出し方
バッグ（金属製のファスナー付き）

もやせるゴミプランター（使用済みのもの）

貝がら、もち、竹の子、竹の子の皮、
魚・鶏などの骨

陶器類、ガラス、コップ、びん
（割れたものを含む）

もやせないゴミ

かさ、針金ハンガー 金属製品のコンテナ

キャリーバッグ（旅行バッグ）、
毛布、布団、じゅうたん

清掃センターへ搬入

▼ お問い合わせが多いもの

死
亡
野
鳥
を
見
つ
け
た
ら
ご

連
絡
く
だ
さ
い

　

野
鳥
や
家
禽
に
お
け
る
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
感
染
が
県
内
で
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

野
生
の
鳥
は
体
内
や
羽
毛
な
ど
に
細
菌

や
寄
生
虫
な
ど
の
病
原
体
が
つ
い
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
死
亡
し
た
野
鳥

を
見
つ
け
た
ら
、
絶
対
に
素
手
で
触
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
野
鳥
が
死
ん
で
い
て
も
、
直
ち

に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
疑
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

は
、
感
染
し
た
鳥
と
の
濃
密
な
接
触
等
の

特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
通
常
は
人
に
は

感
染
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日

常
生
活
に
お
い
て
は
、
過
度
に
心
配
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
庁
自
然
保
護
課

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

2
6
1
6

　

大
隅
地
域
振
興
局

　

林
務
水
産
課
林
務
第
２
係

　

☎
０
９
９
４

－

52

－

2
1
6
2

▲ 詳しくは
　 HP から

お
済
み
で
す
か
？
自
動
車
の

住
所
等
の
変
更
手
続
き

　

引
越
し
や
結
婚
な
ど
で
住
所
や
氏
名
が
変

わ
っ
た
と
き
は
、
納
税
通
知
書
を
確
実
に
お

届
け
す
る
た
め
に
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
変
更
登
録

　

必
要
書
類
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島
運
輸

　

支
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
住
所
や
名
前
な
ど
の
変
更
届
出

　
鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課
へ
電

　

話
、
は
が
き
、
ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
電
子
申
請
で
届
出
を
し
て
く
だ

　

さ
い
。
届
出
用
の
は
が
き
は
、
納
税
通

　

知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
県
の

　

各
地
域
振
興
局
・
支
庁
、
各
市
町
村
役

　

場
に
も
備
え
て
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
児
島
運
輸
支
局
登
録
部
門

　

☎
０
５
０

－

5
5
4
0

－

2
0
8
9

　

鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課

　

☎
０
９
９

－

2
6
1

－

5
6
1
1

▲ 詳しくは
　 HP から
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